
ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

　『
須
恵
町
誌
』の「
幼
児
教
育
の
う
つ

り
か
わ
り
」（
４
７
３
ペ
ー
ジ
）に
、

　
わ
が
町
の
幼
児
教
育
は
、「
幼

稚
園
」の
名
称
は
あ
っ
て
も
、
そ

の
内
容
は「
託
児
所
」の
形
態
を

と
っ
て
発
達
し
て
き
ま
し
た
。

　
炭
鉱
部
で
は
、
明
治
四
十
四

年
開
設
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
か

ら
、そ
の
歴
史
は
古
く
、終
戦
後

一
時
中
断
さ
れ
ま
し
た
が
、昭
和

二
十
二
年
再
開
さ
れ
、お
も
に
従

業
員
が
三
交
替
制
の
た
め
昼
間

睡
眠
を
と
る
た
め
の
、託
児
所
的

役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

　
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
三
交
替
と

は
交
代
で
８
時
間
ず
つ
の
勤
務
を
繰

り
返
す
こ
と
で
、
24
時
間
連
続
の
稼

働
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
で
す
。
こ

の
た
め
夜
勤
明
け
の
勤
務
の
人
は
昼

間
に
睡
眠
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
幼
児
が
い
た
場
合
、
昼
間

の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
と
に
炭
鉱
で
は
女
性
の
労
働
も

行
わ
れ
て
い
た
の
で
な
お
さ
ら
で
す
。

こ
う
し
た
現
実
の
必
要
か
ら
、
現
在

の
須
恵・志
免・宇
美・粕
屋
の
各
町
に

ま
た
が
っ
て
採
掘
を
行
っ
て
い
た
海

軍
炭
鉱
で
は
早
く
か
ら
幼
児
教
育
に

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　『
全
国
社
会
事
業
名
鑑
』（
中
央
社
会

事
業
協
会
、
昭
和
２
年〈
１
９
２
７
〉

10
月
25
日
）に
関
係
の
記
事
が
あ
り

ま
し
た
の
で
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明

治
43
年（
１
９
１
０
）の
創
立
で『
須
恵

町
誌
』と
１
年
の
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
が
、

学
校
の
創
立
年
で
も
そ
れ
ぐ
ら
い
の

ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま

す
。
運
営
母
体
の
設
立
と
、
入
学
開

始
の
年
月
の
ズ
レ
な
ど
、創
立・創
設

の
定
義
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
る
違

い
で
す
。

◇ 

海
軍
燃
料
廠
採
炭
部
共
済
会

保
育
所

　
所 
在 
地

　
　
福
岡
県
糟
屋
郡
須
恵
村

　
代 

表 
者

　
　
海
軍
燃
料
廠
採
炭
部
長

　
事
業
種
別
　
保
育

　
経
営
組
織

　
　
海
軍
燃
料
廠
採
炭
部

　
　
共
済
会
経
営

　
設
立
年
月

　
　
明
治
四
十
三
年
八
月

　
宗
教
関
係
　
な
し

　
沿
　
　
革

　
　 

共
済
会
の
附
帯
事
業
と
し

て
幼
稚
園
及お

よ
び

保
育
所
を
設

立
し
、爾じ

来ら
い

従
業
員
家
族
の

子
女
を
保
育
し
来き

た

れ
り
。

　
役
員
及
職
員

　（
大
正
十
四
年〈
１
９
２
５
〉現
在
）

名
誉
職
員

職
員

其
他

計

男

二
四

七

〇

三
一

　
会
計
状
況（
大
正
十
四
年
度
）

　
　
収
入
　
　
二
、六
六
二（
円
）

　
　
支
出
　
　
二
、六
六
二

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
幼
稚
園
と
保
育

所
の
双
方
を
運
営
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
職
員
は
文
字
ど
お
り
共

済
会
の
事
務
担
当
者
で
、
現
在
の
教

諭・
保
育
士
の
よ
う
な
幼
稚
園・
保
育

所
の
勤
務
者
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
ま
た
炭
鉱

勤
務
者
の
住
宅
は
広
い
範
囲
に
広

が
っ
て
い
た
の
で
、幼
稚
園・保
育
所

の
施
設
数
も
複
数
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
次
に「
共
済
会
会
則
」を
紹
介
す
る

こ
と
に
し
ま
す
。
共
済
会
の
活
動
の
様

子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国

立
公
文
書
館・ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
番

号
　
Ｃ
０
５
０
３
４
５
８
７
０
０
０
）。

カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
、濁
点

や
句
読
点
な
ど
を
施
し
ま
し
た
。

海
軍
燃
料
廠
採
炭
部
共
済
会
会
則

　
　
第
一
章
　
総
則

第 

一
条
　
本
会
は
海
軍
燃
料
廠

採
炭
部
共
済
会
と
称
し
、海
軍

燃
料
廠
採
炭
部
に
之
を
置
く
。

第 

二
条
　
本
会
は
会
員
の
意
志

疎
通
を
図
り
、相
互
の
不
幸
を

救
済
し
、
兼
ね
て
其
の
修
養・

慰
安
並な

ら
び

に
福
利
増
進
を
目
的

と
す
。

　
　
第
二
章
　
会
員
及
会
費

第 

三
条
　
海
軍
燃
料
廠
採
炭
部

在
籍
の
雇こ

員い
ん・傭や
と
い

人に
ん

及
鉱
夫
を

以
て
本
会
の
会
員
と
す
。

　明
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会
員
は
別
に
定
む
る
様
式
に

依
り
誓
約
を
な
す
べ
し
。

　 

本
会
の
従
業
員
並
海
軍
炭
坑

健
康
保
険
組
合
従
業
員
は
会

員
に
準
ず
。

第 

四
条
　
会
員
は
本
会
の
目
的

を
達
す
る
為
、毎
月
金
弐
拾
銭

を
掛
金
と
し
て
醵き

ょ

出し
ゅ
つ

す
べ
し
。

第 

五
条
　
掛
金
は
毎
月
会
員
の

給
料
、若も

し

く
は
賃
金
よ
り
之
を

控
除
す
。

　 

但
し
其
の
月
給
料
若
く
は
賃

金
の
支
給
を
受
け
ざ
る
と
き
、

又
は
其
の
受
く
る
額
が
掛
金

の
額
に
充
た
ざ
る
と
き
は
、次

回
支
給
を
受
く
る
際
、之
を
控

除
す
。

　 

前
項
但
書
の
場
合
に
於
て
会

員
死
亡
、又
は
脱
退
し
、
支
給

を
受
く
べ
き
給
料
な
く
、又
は

其
の
受
く
る
額
に
し
て
掛
金

に
充
た
ざ
る
と
き
は
、之
が
為

徴
収
不
能
と
な
り
た
る
掛
金

は
救
済
金
支
給
の
際
之
を
控

除
し
、救
済
金
な
き
と
き
は
之

を
免
除
す
。

第 

六
条
　
会
員
は
左
の
場
合
に

本
会
よ
り
脱
退
す
。

　
一
、死
亡
し
た
る
と
き

　
二
、 第
三
条
に
掲
ぐ
る
身
分
を

失
ひ
た
る
と
き

第 

七
条
　
会
員
及
会
員
た
り
し

者
は
本
則
の
定
む
る
所
に
依

り
受
く
る
の
外
、本
会
に
対
し

何
等
の
請
求
を
な
す
こ
と
を

得
ず
。

　
　
第
三
章
　
機
関

第 

八
条
　
本
会
に
左
の
職
員
を

置
く
。

　 

会
長
、監
督
、理
事
、主
事
、主

事
補

第 

九
条
　
会
長
に
は
海
軍
燃
料

廠
採
炭
部
長
を
推す

い

戴た
い

す
。

　
　
会
長
は
会
務
を
総
理
す
。

第 

十
条
　
監
督
に
は
海
軍
燃
料

廠
採
炭
部
勤
務
の
高
等
官
及

同
待
遇
者
を
、理
事
に
は
同
判

任
官
及
同
待
遇
者
を
推
戴
す
。

　 

監
督
は
会
長
を
補
佐
し
、理
事

は
監
督
を
補
佐
し
て
会
務
を

処
理
す
。

第 

十
一
条
　
主
事
及
主
事
補
は

会
長
之
を
命
ず
。

　 

主
事
は
会
長
の
命
を
承う

け
、専

ら
事
務
に
従
事
し
、主
事
補
は

主
事
を
補
佐
す
。

第 

十
二
条
　
本
会
に
評
議
員
会

を
置
き
、重
要
事
項
に
就
き
会

長
の
諮
問
に
応
ず
。

　 

評
議
員
会
は
本
会
の
職
員
及

評
議
員
を
以
て
組
織
す
。

第 

十
三
条
　
評
議
員
は
左
の
区

分
に
依
り
選
任
し
互
選
、評
議

員
の
任
期
は
二
ヶ
年
と
す
。

　
一
、左
記
の
者
は
専
任
と
す
。

　
　   

掛か
か
り

員い
ん

舎
宅
取
締
、棟む

ね

長ち
ょ
う

、

　
　   

組
長
、組
頭

　
二
、左
記
の
者
は
互
選
と
す
。

　
　 

１
、 雇
員
　
庁
舎
及
各
坑
所

毎ご
と

に
五
名
に
付つ

き

一
名
宛ず

つ

　
　
２
、傭
人
　
同

　
　
　  

十
名
に
付
一
名
宛

　
　
３
、役
手
　
同

　
　
　  

同

　
　
４
、 鉱
夫
各
坑
所
毎
に
一
種

鉱
夫
及
二
種
鉱
夫
別
に

各
二
百
名
に
付
一
名
宛

　 

但
し
百
名
を
超
ゆ
る
端
数
に

付
一
名
を
加
ふ
。

第 

十
四
条
　
評
議
員
会
は
左
の

場
合
に
開
く
も
の
と
す
。
但
し

已や

む
を
得
ざ
る
事
情
あ
る
場

合
に
は
事
後
之
を
開
く
こ
と

を
得
。

　
一
、会
則
を
改
廃
す
る
と
き

　
二
、 第
二
十
五
条
に
依
る
救
済

金
の
減
額
、
若
く
は
支
払

延
期
を
な
す
と
き

　
三
、毎
年
度
決
算
結
了
の
後

　
四
、 本
会
の
基
礎
に
影
響
す
べ

き
多
額
の
支
出
を
要
す
る

と
き

　
五
、 解
散
の
際
に
於
け
る
残
余

財
産
の
処
分
を
な
す
と
き

　
六
、 其
他
、
会
長
に
於
て
必
要

と
認
め
た
る
と
き

　 

評
議
員
会
は
評
議
員
半
数
以

上
出
席
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば

之
を
開
く
こ
と
を
得
ず
。

第 

十
五
条
　
評
議
員
会
の
決
議

は
其
の
過
半
数
に
依
り
、賛
否

同
数
な
る
と
き
は
会
長
之
を

決
す
。

 

（
以
下
、略
）

沿
革

明
治
三
十
九
年（
１
９
０
６
）

　
四
月
一
日
　
　
創
立

明
治
四
十
三
年（
１
９
１
０
）

　
十
月
　
　
　
　
会
則
改
正

大
正
八
年（
１
９
１
９
）

　
九
月
一
日
　
　
同

大
正
十
一
年（
１
９
２
２
）

　
七
月
一
日
　
　
同

大
正
十
五
年（
１
９
２
６
）

　
四
月
一
日
　
　
同

昭
和
三
年（
１
９
２
８
）

　
十
二
月
一
日
　
同

海軍炭鉱で働く女性たち
（海軍燃料廠採炭部絵葉書「将に国防陣に輸送せんとする選炭工場内」）
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